
生徒指導上の諸問題における関係機関との

連携方針について

福井県教育委員会

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中、今日的な課題に対応して

いくため、文部科学省は令和4年1 2月に「生徒指導提要※ (改訂版)」を公表

しました。その中では、児童生徒の発達を支えるような生徒指導の在り方や

考え方、学校・家庭・関係機関等との連携や協働の重要性等が明示されて

います。
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次ページでは、学校と関係機関との連携についての方針の

一例をお示しします。

顕岡



・学校は、児童相談所や市町の虐待対応担当課などに、虐待を受けたと思われる

児童生徒について、速やかに、通告や情報提供を行う義務があります。

(「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」第6条)

・虐待をはじめとした福祉的な支援を必要とする児童生徒へは、

教育委員会や児童相談所、 SSW (スクールソーシャルワーカー)

等と連携して対応していきます。

【参考】厚生労働省 「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」
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お子様が安心・安全に過ごせる魅力ある学校づくりを推進していくためには、学校・家庭・

関係機関との連携や協働が重要になります。保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力

のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


